


別 紙

東日本大震災に係る公立社会教育施設災害復旧費国庫補助事業の

事務手続きについて

公立社会教育施設災害復旧費国庫補助事業の事務手続きについては、東日本大震災に

限り、以下のとおり扱うことができるものとする。

記

【１．設置者の事務】

（１）「国庫負担（補助）事業計画書」について、下記によることができるものとする。

①国庫負担（補助）対象工事費積算内訳書（建物補修・建物以外の工作物・土地・

設備）の作成にあっては、別添「数量算出基準」に基づいて行うものとし、諸経

費については、「文部科学省所管公立社会教育施設災害復旧費調査要領」の別表に

よる諸経費率によるものとする。

※上記の対象工事費積算内訳書については、災害復旧に要する経費を算出するものであり、工事発

注を行う際は、都県及び市区町村の積算基準に基づいて、適切に工事費積算を行うこと。

②「復旧図」については、現地の被災状況等を踏まえ、下記によることができる。

（ア）建物補修

公立社会教育施設台帳の平面図等に数量・工法等を記入し、代表的な断面図・

立面図を添付することで、詳細図等については省略する。

（イ）建物以外の工作物

公立社会教育施設台帳の配置図等に数量・工法等を記入し、代表的な断面図又

は立面図を添付することで、詳細図等については省略する。

（ウ）土地

公立社会教育施設台帳の配置図等に数量・工法等を記入し、代表的な断面図（横

断図）を添付することで、断面詳細図等の添付を省略する。

（エ）設備

図面の添付は省略する。

③「被害写真」については、現地の被災状況等を踏まえ、下記により 少限とするこ

とができる。

（ア）現地調査（机上調査でないもの）を実施するものについては、被害の概略が

確認できる写真を添付する。

（イ）机上調査を実施するものは、以下の内容で被害状況写真を添付する。



・建物（新築復旧）

被害の主な箇所が確認できる写真を添付する。

・建物補修復旧、建物以外の工作物復旧

国庫負担（補助）対象工事費積算内訳書に記載されている被害が確認できる写

真を添付する（例えば、被害の状況が確認できる各教室等の全景写真）。

・土地

国庫負担（補助）対象工事費積算内訳書に記載されている被害が確認できる写

真を添付する（例えば、被害の状況が確認できる全景写真）。

・設備

主な設備の被害写真を添付する。

※調査において、被害写真による被災が確認ができない場合、被災内容の証明が難し

くなるときもありますので、被害写真の撮影に際しては、十分留意してください。

（２）「災害の証明資料」については、震度等が確認できる気象庁ホームページのデー

タ等も活用することができるものとする。

【２．都道府県教育委員会の事務】

「国庫負担（補助）事業計画書の取りまとめと提出」における「市町村立社会教育施

設に係る都道府県教育委員会の意見」の様式にある現地調査については、写真等で被

災状況の確認を行うことにより現地調査に替えることができるものとする。



別添

数量算出基準

被災箇所 区分

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

屋内運動場
の床

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

天井は、被災箇所の面積を計上する。
なお、やむを得ない理由により全ての天井下地の種類等を変更する場合であって、被災箇
所を含む天井全体を仕様変更する必要がある場合は、全体の面積を計上する。

建具については、箇所数を計上する。
ガラスの破損については、破損したガラスの面積を計上する。

被災の延長（長さ）を計上する。たわみや破損等が確認され再利用できない場合は、再利用
できない部分のみ交換とする。

同上

天井について、浸水しているようであれば、天井面積全面を数量として計上する。

同上

クラック幅が大きいものについては、被災の延長（長さ）を計上する。ただし、ヘアークラック
等の微細なものについては面積を計上する。

同上

被災箇所の面積を計上する。施工に際し、施工余裕幅が必要な場合は適切な余裕幅を含
めて計算する。
剥離、欠損についても、施工余裕幅が必要な場合は適切な余裕幅を含めて計算する。

同上

犬走り・階
段・テラス
等

配線・配管
等

天井

建具、ガラ
ス

エキスパン
ションジョイ
ント

鉄筋コンク
リートのク
ラック

鉄筋コンク
リート壁等
の剥離、欠
損

被災箇所数量算出基準

同上

配線については、浸水部分について全数量を計上する（分電盤等が、浸水した場合は、全
面交換とする。）。
配管等については、通水等が不可能な部分について、全数量を計上する。ただし、破損の
範囲が明確な場合は、当該破損部分のみを計上する。

床、床下の束、鋼製床下地、土間等の被災の状況により復旧工法を決定の上、床面積を計
上する。

犬走り・階段・テラス等の陥没、亀裂等は、被災部を原形復旧するものとして面積又は長さを
計上する。

通電や通水の不可能な部分については、全数量を計上する。
ただし、破損の範囲が明確な場合は、当該破損部分のみを計上する。

床下の束、鋼製床下地、土間等の被災の状況により復旧工法を決定の上、床面積を計上す
る。床板が破損している場合は、施工余裕幅を考慮し、面積を計上する。



別添

被災箇所 区分 被災箇所数量算出基準

グラウンド
等の地盤沈
下

地震によ
る被災

グラウンド
等に流入し
た土砂及び
がれき

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

地震によ
る被災

津波によ
る被災

法面等の崩
落について

流入してきた土砂等、流出している土砂等について、全数を撤去費として計上する。なお、
搬出のための仮設道路の設置や、重機が搬入するための支障物撤去等が必要な場合は、
それを含めて計上する。復旧については、校地内で安全に収まる復旧工法で安価なものを
選択する。

同上

購入、修理の別に備品台帳に搭載されているものを計上する。明らかに修理不能である場
合を除き、購入の場合は専門業者の修理不能証明により確認する。
パソコンの更新は、同ブランド（生産中止の場合は類似ブランド）で最も類似した仕様
とする。
なお、リース契約の場合は、設置者の所有でないので対象としない。

同上

「見積数量　算出一覧」に記載のない事項の見積については、実情に応じた内容で適切に見積の徴収を行うこと。

購入、修理の別に備品台帳に搭載されているのものを計上する。明らかに修理不能である
場合を除き、購入の場合は専門業者の修理不能証明により確認する。画面比率の違うブラ
ウン管テレビ等のアナログテレビの更新は、同じ型数（対角線）のデジタルテレビとする。
VHSビデオの更新は、VHS・DVD一体型も同等品とみなす。

同上

購入、修理の別に備品台帳に搭載されているものを計上する。

同上

復旧工法は、掘削又は溝掘、運搬、集積、埋戻し、敷均し、締固め、表面保護等のうち、必
要なものとする。機械土工を標準とするが、機械土工が、不適当な場合は、人力土工とす
る。

津波により流入した土砂及びがれきについての全数を撤去として計上する。併せて、既存グ
ラウンドの地盤に汚泥等が浸透した部分については透き取りとして計上する。
復旧工法は、掘削又は溝掘、運搬、集積、埋戻し、敷均し、締固め、表面保護等のうち、必
要なものとする。機械土工を標準とするが、機械土工が、不適当な場合は、人力土工とす
る。

パソコン、モ
ニター、プリ
ンター等

テレビ、ス
テレオ、
テープレ
コーダー等

机、ロッ
カー等




